
規 則

告 示

愛媛県条例第４１号
愛媛県議会議員の報酬の特例に関する条例を次のように公

布する。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県議会議員の報酬の特例に関する条例

愛媛県議会議員の報酬月額は、県議会議員の報酬及び期末

手当並びに費用弁償支給条例（昭和２３年愛媛県条例第３０号）

第２条第１項の規定にかかわらず、同項に定める額からその

１００分の５に相当する額を減じて得た額とする。ただし、期

末手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、同項に定める額

とする。

附 則

１ この条例は、公布の日から施行する。

２ この条例は、平成１９年４月２９日限り、その効力を失う。

愛媛県規則第５３号
肥料取締法施行細則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

肥料取締法施行細則の一部を改正する規則

肥料取締法施行細則（昭和２５年愛媛県規則第６６号）の一部

を次のように改正する。

第３条中「第４条第１項第５号」を「第４条第１項第７号

」に改める。

附 則

この規則は、公布の日から施行する。

愛媛県告示第１４１２号
次のとおり落札者を決定した。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

発 行 愛 媛 県

印 刷 岡田印刷株式会社
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

条 例

落札に係る特定役務の名称及
び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落 札 金 額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

西条地方局（回線終端装置）
から伊予三島庁舎（回線終端
装置）までの帯域保証型専用
サービス １区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日

株式会社エヌ・ティ・テ
ィネオメイト四国愛媛支
店
愛媛県松山市宮西一丁目
９番４０号

９４５，０００円 一般競争入札 平成１５年５月２日

今治地方局（回線終端装置）
から西条地方局（回線終端装
置）までの帯域保証型専用サ
ービス １区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日

株式会社エヌ・ティ・テ
ィネオメイト四国愛媛支
店
愛媛県松山市宮西一丁目
９番４０号

１，１７８，１００円 一般競争入札 平成１５年５月２日

今治地方局（回線終端装置）
から丹原庁舎（回線終端装置
）までの帯域保証型専用サー
ビス １区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日
株式会社ネットウェーブ
四国
香川県高松市番町一丁目
２番２６号

３５７，０００円 一般競争入札 平成１５年５月２日

県庁（回線終端装置）から今
治地方局（回線終端装置）ま
での帯域保証型専用サービス
１区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日
株式会社ネットウェーブ
四国
香川県高松市番町一丁目
２番２６号

１，９０１，５５０円 一般競争入札 平成１５年５月２日

毎週（火・金）曜日発行 第１４７０号 平成１５年７月１日

平成１５年７月１日火曜日 第１４７０号

愛 媛 県 報
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愛媛県告示第１４１３号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より、次のとおり医療機関を指定した。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

県庁（回線終端装置）から松
山地方局（回線終端装置）ま
での帯域保証型専用サービス
１区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日

株式会社エヌ・ティ・テ
ィネオメイト四国愛媛支
店
愛媛県松山市宮西一丁目
９番４０号

３３４，９５０円 一般競争入札 平成１５年５月２日

県庁（回線終端装置）から久
万庁舎（回線終端装置）まで
の帯域保証型専用サービス
１区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日
株式会社ネットウェーブ
四国
香川県高松市番町一丁目
２番２６号

３６６，４５０円 一般競争入札 平成１５年５月２日

県庁（回線終端装置）から伊
予庁舎（回線終端装置）まで
の帯域保証型専用サービス
１区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日
株式会社ネットウェーブ
四国
香川県高松市番町一丁目
２番２６号

３５７，０００円 一般競争入札 平成１５年５月２日

県庁（回線終端装置）から八
幡浜地方局（回線終端装置）
までの帯域保証型専用サービ
ス １区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日

株式会社エヌ・ティ・テ
ィネオメイト四国愛媛支
店
愛媛県松山市宮西一丁目
９番４０号

２，３６７，７５０円 一般競争入札 平成１５年５月２日

八幡浜地方局（回線終端装置
）から大洲庁舎（回線終端装
置）までの帯域保証型専用サ
ービス １区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日

株式会社エヌ・ティ・テ
ィネオメイト四国愛媛支
店
愛媛県松山市宮西一丁目
９番４０号

６２７，９００円 一般競争入札 平成１５年５月２日

八幡浜地方局（回線終端装置
）から宇和庁舎（回線終端装
置）までの帯域保証型専用サ
ービス １区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日
株式会社ネットウェーブ
四国
香川県高松市番町一丁目
２番２６号

３６８，５５０円 一般競争入札 平成１５年５月２日

八幡浜地方局（回線終端装置
）から宇和島地方局（回線終
端装置）までの帯域保証型専
用サービス １区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日
株式会社ネットウェーブ
四国
香川県高松市番町一丁目
２番２６号

１，２８７，３００円 一般競争入札 平成１５年５月２日

宇和島地方局（回線終端装置
）から御荘庁舎（回線終端装
置）までの帯域保証型専用サ
ービス １区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日
株式会社ネットウェーブ
四国
香川県高松市番町一丁目
２番２６号

３６７，５００円 一般競争入札 平成１５年５月２日

西条地方局（回線終端装置）
から宇和島地方局（回線終端
装置）までの帯域保証型専用
サービス １区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日
株式会社ネットウェーブ
四国
香川県高松市番町一丁目
２番２６号

１，４０９，１００円 一般競争入札 平成１５年５月２日

今治地方局（回線終端装置）
から台ダム管理事務所（回線
終端装置）までのデジタル専
用サービス １区間分

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
愛媛県松山市一番
町四丁目４番地２

平成１５年６月１３日
日本通信ネットワーク株
式会社
東京都千代田区有楽町一
丁目７番１号

１，６０９，４４０円 一般競争入札 平成１５年５月２日

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 指 定

年 月 日

２６０１ 医療法人亥 午 会
胃大腸おおにし
肛門科ひふ科

今治市松本町一丁
目７－２５

平成
１５．２．３

２６０２ 医療法人社団み の り 会 三 瓶 病 院 西宇和郡三瓶町大
字朝立２－１－１８

平成
１５．３．３

２６０３ 石 村 政 二 いしむら整形外
科

北宇和郡広見町大
字奈良４２９８－１

平成
１５．４．１

２６０４ 大 西 克 幸 二光クリニック 伊予郡砥部町大南
４５７－１

平成
１５．４．１

２６０５ 上 瀧 祥 子
うわたきファミ
リー歯科クリニ
ック

宇摩郡土居町大字
土居２１２９－１

平成
１５．５．１

２６０６ 岡 浩 お か 医 院 東宇和郡野村町大
字阿下７－１７－１

平成
１５．５．１

２６０７ 莖 田 仁 志 くりた内科クリ
ニック

宇和島市中沢町二
丁目４－５

平成
１５．５．１

２６０８ 医療法人山 椒 慈 庵 生 島 眼 科 温泉郡重信町野田
二丁目１０３－３

平成
１５．６．２

２６０９ 吉 本 成 壽 吉 本 歯 科 東予市北条１６５１－
３

平成
１５．６．９

２６１０ 壬 生 真 人 み ぶ 小 児 科 今治市北宝来町三
丁目２－２１

平成
１５．６．１９

２６１１ 医療法人共 生 会
井上整形外科ク
リニック

川之江市金生町山
田井１２２３

平成
１５．６．１９

２６１２ 櫻 木 康 晴 北伊予緩和ケア
クリニック

伊予郡松前町神崎
６９

平成
１５．６．１９

１０５９１ 日本調剤株式会社
日本調剤 壬生
川薬局 東予市壬生川１２５ 平成

１５．１．１５

１０５９２ 総合メディカル株式会社
そうごう薬局
松本町店

今治市松本町一丁
目３－９

平成
１５．２．３

１０５９３ 有限会社フ ク ダ 薬 局 フ ク ダ 薬 局 西条市神拝甲４６７
－５

平成
１５．２．３

１０５９４ 有限会社フ ク ダ 薬 局
フクダ薬局 壬
生川店

東予市壬生川１２３
－２

平成
１５．２．３

１０５９５ 栗林薬品株式会社 マ ロ ン 薬 局 東予市円海寺６－
３

平成
１５．３．３

１０５９６ 総合メディカル株式会社
そうごう薬局
八幡浜店

八幡浜市大字大平
１番耕地６４４

平成
１５．３．３

１０５９７ 有限会社周桑調剤薬局 あかり調剤薬局 東予市円海寺１－
２

平成
１５．３．３

１０５９８ 酒六株式会社 さかろく調剤薬
局

八幡浜市大字向灘
字高城２２９－２

平成
１５．４．１

１０５９９ 有限会社テンタートル
そがめ薬局 壬
生川店

東予市壬生川１２３
－１

平成
１５．４．１

１０６００ 岡井薬局有限会社 岡 井 薬 局 伊予市灘町３０１－
２

平成
１５．５．１

１０６０１ 田 中 耕治郎 ふ じ 薬 局 川之江市川之江町
２２７０－７

平成
１５．５．８

１０６０２ 渡 邊 龍 次 渡邊薬局 保内
店

西宇和郡保内町宮
内１－３４２－１

平成
１５．６．２

愛 媛 県 報平成１５年７月１日 第１４７０号
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愛媛県告示第１４１４号
結核予防法（昭和２６年法律第９６号）第３６条第１項の規定に

より指定した次の指定医療機関は、廃止年月日欄に掲げる日

に廃止されたので、同項の規定による指定医療機関の指定の

効力は、同日をもって消滅した。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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愛媛県告示第１４１５号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第

２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について

、同法第１１２条第１項の規定による同意があったと認めたの

で、同法第１１２条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和２７年農林省令第１８号）第２６条の３の規定により告示す

る。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（西条地方局管内）

ひうち加入区

�������
愛媛県告示第１４１６号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第

１項第１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等

補償法に基づく付保義務の発生（平成１１年７月愛媛県告示第

９０７号）による保険に付すべき義務は、平成１５年６月３０日限

り消滅したので、同条第２項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和２７年農林省令第１８号）第２６条の３の規定により告示す

る。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（西条地方局管内）

ひうち加入区
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愛媛県告示第１４１７号
愛媛県普通河川管理条例（昭和３２年愛媛県条例第２９号）第

３条の規定による普通河川のうち、次の普通河川を廃止する

。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

愛媛県告示第１４１８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１０６０３ 周 村 和 枝 なごみ調剤薬局 伊予郡砥部町高尾
田８５７－３

平成
１５．６．２

１０６０４ 松 本 充 子 まつもと調剤薬
局

八幡浜市大字大平
１番耕地７７４－６

平成
１５．６．２

指 定
番 号

開 設 者 の 氏
名 又 は 名 称 名 称 所 在 地 廃 止

年 月 日

１６２９ 兵 頭 定 一 兵 頭 医 院 八幡浜市１４９０－１ 平成
１４．１０．１

８０１ 重 松 晶 夫 重 松 医 院 新居浜市桜木町１１
－４７

平成
１４．１２．２８

１０１５８ 眞 鍋 妙 子 ハルキヤ薬局 新居浜市西原町１
－３－１６

平成
１４．１２．３０

１０３８２ 福 田 啓 子 フ ク ダ 薬 局 西条市神拝４６７－
５

平成
１４．１２．３１

１１７１ 高 橋 吉 俊 高橋外科内科 越智郡宮窪町大字
宮窪４８０７

平成
１５．１．１

２１０４ 進 藤 正 光 三島進藤医院 伊予三島市中央二
丁目１２－１２

平成
１５．１．２４

２１８７ 医療法人社団み の り 会 三 瓶 病 院 西宇和郡三瓶町大
字朝立２－１－７

平成
１５．２．１１

６３ 鹿 野 秀 夫 鹿 野 医 院 宇和島市恵美須町
二丁目５－７

平成
１５．２．２１

１０５３５ 日本調剤株式会社
日本調剤 新田
薬局

新居浜市新田町二
丁目２－１１

平成
１５．２．２８

１０５３７ 日本調剤株式会社
日本調剤 沢津
薬局

新居浜市清水町５
－３５

平成
１５．２．２８

１０４４２ 有限会社ファミリー薬局
ファミリー薬局
三島店

伊予三島市中之庄
町４５３－１

平成
１５．３．１

２３９ 近 沢 信 明 近 沢 医 院 伊予郡松前町大字
浜３３０

平成
１５．３．３１

１０３３６ 田 中 清 太 ふ じ 薬 局 川之江市川之江町
２２７０－７

平成
１５．４．８

２５１８ 薬師寺 直 之 やくしじこども
クリニック

宇和島市和泉町二
丁目２－１０

平成
１５．４．３０

２４１３ 生 島 操 生 島 眼 科 温泉郡重信町野田
二丁目１０３－３

平成
１５．４．３０

１０１９２ 岡 井 一 志 岡 井 薬 局 伊予市米湊１６９８－
９

平成
１５．４．３０

１９２７ 井 上 由 文 井上整形外科ク
リニック

川之江市金生町山
田井１２２３

平成
１５．５．３１

河 川 名 区 域

支流
新川

右岸 松山市久枝町東長戸北前５３０番地先から同市久
枝町安城寺秋永５４２番１地先まで

左岸 松山市久枝町東長戸北前５３４番地先から同市久
枝町安城寺内田６９１番地先まで

６８５ 橋 田 邦 夫 橋 田 医 院 伊予郡砥部町大南
１０６

平成
１５．５．３１

１２０７ 壬 生 敦 郎 み ぶ 小 児 科 今治市北宝来町三
丁目２－２１

平成
１５．５．３１
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公 告

公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

土地の売払い

� 売り払う土地の所在地、地目及び地積

２ 入札に参加する者に必要な資格等

� 入札に参加する者に必要な資格

地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 契約条項を示す場所等

ア 契約条項を示す場所、入札心得書の交付場所及び問

い合わせ先

愛媛県総務部管理局総務管理課財産係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２１５５

イ 入札心得書の交付方法

アに掲げる場所で交付する。

ウ 現地説明の日時及び場所

� 日時

平成１５年７月１８日（金）午後２時

� 場所

売り払う土地の所在地

３ 入札及び開札

� 入札及び開札の日時

平成１５年７月２８日（月）午後２時

� 入札及び開札の場所

愛媛県西条市喜多川７９６番地の１

愛媛県西条地方局７階第１会議室

� 入札書の提出方法

持参により提出すること。

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金及び契約保証金

ア 入札に際しては、入札金額の１００分の５以上の入札

保証金を納付しなければならない。ただし、指定金融

機関、指定代理金融機関又は収納代理金融機関が振出

し又は支払保証をした小切手をもって入札保証金の納

付に代えることができる。

イ 契約に際しては、契約金額の１０分の１の契約保証金

を納付しなければならない。

� 入札の無効

２�に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び
入札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した

入札書は、無効とする。

	 契約書作成の要否

要


 落札者の決定方法

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３３

条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内

で最高価格をもって有効な入札を行った入札者を落札者

とする。

所在地 地目 地積

西条市大町字鷹丸４５１番１ 宅 地 ２，６３５．２９�

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

１５三土（開）第１号

平成１５年５月３０日

伊予三島市中曽根町字井垣３４０番１、３４１番１、３４１番３、３４１番６、
３４２番、３４３番５、３４６番３、３４６番４、３４７番、３４８番１、３４８番８、３
４８番９、３４８番１０、３４８番１１、３４８番１２、３４８番１３、３４８番１４、３４８番１５
、３４９番１、３４９番６、３６０番４、３６０番５、３６１番２、３６１番３、３６２
番１、３６２番４、３６２番５、３６５番８及び３６５番９並びに同市同町字井
垣３４１番３地先農道、３４３番５地先農道、３４８番１地先農道、３４９番１
地先農道、３６１番２地先農道、３６２番４地先農道及び３６５番９地先農
道並びに同市同町字井垣３４６番４地先水路、３４７番地先水路及び３６１
番２地先水路

伊予三島市中曽根町３４６番地の３
有限会社 西部観光
代表取締役 朴 賢 次

１５松局建（開）第１０号

平成１５年６月１０日
温泉郡重信町大字志津川字追出甲１２８０番１

松山市上野町甲７７４番地
雇用促進住宅１－５０８号

大 地 俊 彦
大 地 真 由 美

１５松局建（開）第１１号

平成１５年６月１２日

温泉郡重信町大字横河原字桟敷２６９番３、２６９番４、２６９番５、２６９番
６、２６９番７、２９１番２、２９１番３、２９２番４及び２９１番２地先農道

温泉郡重信町大字横河原２６９番地５
源 元 利 昭

温泉郡重信町大字横河原２９１番地２
橋 本 静 子

松山市小坂５丁目６番４号
有限会社 マイホーム
代表取締役 礒 兼 勝

１５松局伊土検（開）第１１号

平成１５年６月１２日
伊予郡松前町大字大間字瀬渡地１９番６及び１９番７

松山市小坂三丁目２番２０号
大 政 裕 一

１５松局伊土検（開）第１２号

平成１５年６月１２日
伊予市上三谷字坪ノ内甲７８４番２

伊予市上三谷甲１１０１番地１
� 井 昭 二
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� 売り払う土地の用途制限

ア 落札者は、契約締結の日から５年間、売り払う土地

を風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律

（昭和２３年法律第１２２号）第２条第１項に規定する風

俗営業、同条第５項に規定する性風俗関連特殊営業そ

の他これらに類する業の用に供してはならない。

イ アの条件に違反した場合は、県の定める金額を違約

金として県に支払わなければならない。

� その他

詳細は、入札心得書による。

�������
公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

愛媛県電子申請システム開発業務の委託

� 委託業務名及び数量

愛媛県電子申請システム開発業務 一式

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書による。

	 納入期限

平成１６年３月３１日


 納入場所

愛媛県庁

� 入札方法

落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の５パーセントに相当する額を加算した金額（当

該金額に１円未満の端数があるときは、その端数金額を

切り捨てるものとする。）をもって落札価格とするので

、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者で

あるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契約金

額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載するこ

と。

２ 入札に参加する者に必要な資格等

単独企業又はこの公告の委託業務を行うために自主的に

結成された共同企業体（以下「共同企業体」という。）で

、単独企業にあっては�に掲げる要件のすべてを、共同企
業体にあっては�に掲げる要件のすべてを満たすことにつ
いて知事の確認を受けたものであること。

� 単独企業の資格要件

ア 愛媛県の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定

める規則（平成７年愛媛県規則第６９号）第１条に規定

する特定調達契約を締結する希望を有する者として知

事の審査を受け、営業種別「その他」について平成１５

年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資

格を有すると認められた者であること。

イ 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条

の４の規定に該当しない者であること。

ウ この公告に示した役務と類似の役務（国又は都道府

県における電子申請等手続関連システムの開発をいう

。）を提供した実績を有すること。

エ システムエンジニアとしての経験年数が３年以上の

専任要員を確保できる者であること。

オ 納入期限までに確実に納入できる体制が整備されて

いることを証明した者であること。

カ 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中に

ない者であること。

キ 修理、点検、保守その他アフターサービスを長期に

わたり円滑に実施できる者であること。

� 共同企業体の資格要件

ア 構成員の数は、２者とし、うち１者を代表者とする

ものであること。

イ �オ及びキに掲げる要件を満たす者であること。
ウ 各構成員が、単独で又は他の共同企業体の構成員と

して、この公告の入札に参加していないこと。

エ 各構成員が、�ア、イ、エ及びカに掲げる要件を満
たす者であること。

オ 構成員のいずれかが、�ウに掲げる要件を満たす者
であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県企画情報部管理局情報政策課電子申請推進係

〒７９０―８５７０

愛媛県松山市一番町四丁目４番地２

電話 （０８９）９１２―２２２８

� 入札書の受領期限

平成１５年８月１１日（月）午後２時

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
	 開札の日時及び場所

平成１５年８月１１日（月）午後２時

愛媛県庁第二別館５階第７会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した役務を調達できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

	 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。


 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した役務を調達できると知事が判断した
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入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the service to be
rendered：
Development o f Elec tr ic Appl ica t ion sof tware
system，１set

� Time limit of tender：２：００ p．m．，１１ August２００３
� For further information，please contact：
E l e c t r i c A p p l i c a t i o n P r om o t i o n s e c t i o n，
I n f o rma t i on Po l i c y D iv i s i on，Admin i s t r a t i v e
S u b d e p a r tm e n t，P l a n n i n g a n d I n f o rm a t i o n
Department，
Ehime Prefectural Government，４―４―２ Ichibancho，
Matsuyama，Ehime７９０―８５７０ Japan
Tel０８９―９１２―２２２８

公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２５条第４項の規定に基づき、特定非営利活動法人の定款の変更の認証の申

請があったので、同条第５項において準用する同法第１０条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年７月１日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年６月２０日 特定非営利活動法人
ＧＯＯＤ ＷＩＬＬ 白 石 徹 新居浜市泉池町９番３１号 この法人は、ボランティア活動を行う団体

に対して、運営又は活動に関する連絡、助
言又は援助に関する事業を行い、豊かで多
様な市民社会の実現に寄与することを目的
とする。

平成１５年７月１日 印刷
平成１５年７月１日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円７４４
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